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知事の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

平成29年10月24日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

新潟県規則第45号 

知事の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則 

知事の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成17年新潟県規則第11号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)に対応する同表の改正前の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（電子情報処理組織による申請等） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 電子申請等を行う者は、当該電子申請等を行う

者を特定するための識別符号及び暗証符号を当該

電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機から

入力して当該申請等を行わなければならない。た

だし、知事が定める申請等については、この限り

でない。 

４ 前項本文の規定による申請等を行う者は、知事

が定めるところにより、あらかじめ、氏名又は名

称、使用しようとする暗証符号その他必要な事項

を届け出て、知事から識別符号の交付を受けなけ

ればならない。 

５～７ （略） 

（電子情報処理組織による申請等） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 電子申請等を行う者は、当該電子申請等を行う

者を特定するための識別符号及び暗証符号を当該

電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機から

入力して当該申請等を行わなければならない。 

 

 

４ 前項の規定による申請等を行う者は、知事が定

めるところにより、あらかじめ、氏名又は名称、

使用しようとする暗証符号その他必要な事項を届

け出て、知事から識別符号の交付を受けなければ

ならない。 

５～７ （略） 
  

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

告   示 

◎新潟県告示第1153号 

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定をする。 

平成29年10月24日 

新潟県知事    米 山  隆 一 

１ 保安林の所在場所 

新潟県上越市吉川区河沢字前山145の１、146、147、153から157まで、160の１、179、187の１、188、191、

192の１、193の１ 

２ 指定の目的 

    土砂の崩壊の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

 (｢次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び上越市役所に備え置いて縦覧に供
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する｡) 

 

◎新潟県告示第1154号 

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成29年10月24日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 作業種類 基本測量（電子国土基本図（地名情報）「住居表示住所」整備業務） 

２ 作業期間 平成29年11月13日から平成30年３月23日まで 

３ 作業地域 新潟市、見附市 

 

◎新潟県告示第1155号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局新潟国道事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公

示する。 

平成29年10月24日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 作業種類 公共測量（２級基準点測量） 

２ 作業期間 平成29年10月10日から平成29年12月30日まで 

３ 作業地域 新潟市南区下塩俵地区 

 

◎新潟県告示第1156号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新発田地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成29年10月24日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 米倉板山新発田線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

新発田市下羽津字榿谷地3131番１から 

 

同市下羽津字八幡上1344番１まで 

新 8.4～16.0メートル 606.2メートル 

旧 7.0～14.7メートル 600.5メートル 

 

◎新潟県告示第1157号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新発田地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成29年10月24日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 路 線 名  県道   米倉板山新発田線 

２ 供用開始の区間 

  新発田市下羽津字榿谷地3131番１から同市下羽津字八幡上1344番１まで 

３ 供用開始の期日  平成29年10月24日 

 

◎新潟県告示第1158号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 
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なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成29年10月24日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 道路の種類 一般国道  

２ 路 線 名 253号 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

南魚沼市余川字猪之尻1762番９から 

 

同市余川字猪之尻1746番３まで 

新 10.3～33.5メートル 68.3メートル 

旧 10.3～33.0メートル 68.2メートル 

 

◎新潟県告示第1159号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成29年10月24日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 路 線 名  一般国道 253号 

２ 供用開始の区間 

  南魚沼市余川字猪之尻1762番９から同市余川字猪之尻1746番３まで 

３ 供用開始の期日  平成29年10月24日 

 

◎新潟県告示第1160号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成29年10月24日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 道路の種類 県道  

２ 路 線 名 十日町六日町線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

南魚沼市余川字猪之尻1755番２から 

 

同市余川字猪之尻1732番１まで 

新 9.8～16.2メートル 189.9メートル 

旧 9.8～16.0メートル 189.7メートル 

 

◎新潟県告示第1161号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成29年10月24日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 路 線 名  県道   十日町六日町線 

２ 供用開始の区間 
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  南魚沼市余川字猪之尻1755番２から同市余川字猪之尻1732番１まで 

３ 供用開始の期日  平成29年10月24日 

 

◎新潟県告示第1162号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成29年10月24日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 横畑高田線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

上越市大字儀明字南674番17から 

 

同市大字儀明字向山407番１まで 

新 6.2～46.4メートル 738.7メートル 

旧 4.4～46.4メートル 738.7メートル 

 

◎新潟県告示第1163号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成29年10月24日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 路 線 名  県道   横畑高田線 

２ 供用開始の区間 

  上越市大字儀明字南674番17から同市大字儀明字向山407番１まで 

３ 供用開始の期日  平成29年10月24日 

 

公   告 

予算の公表について（公告） 

平成29年10月13日新潟県議会において議決された平成29年度新潟県一般会計補正予算、特別会計補正予算、企

業会計補正予算の要領は、次のとおりである。 

平成29年10月24日 

新潟県知事  米 山  隆 一 
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平成29年度技能検定（随時３級、基礎級）の実施について（公告） 

職業能力開発促進法施行規則（昭和44年労働省令24号）第66条第３項の規定により、技能検定を次のとおり実

施する。 

平成29年10月24日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 等級別実施職種 

(1) 随時３級 

   さく井（パーカッション式さく井工事に係るものに限る｡)、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造及び非鉄金属鋳物鋳造に

係るものに限る｡)、機械加工（普通旋盤、数値制御旋盤、フライス盤及びマシニングセンタに係るものに限

る｡)、金属プレス加工、鉄工（構造物鉄工に係るものに限る｡)、建築板金（内外装板金及びダクト板金に係

るものに限る｡)、工場板金（機械板金に係るものに限る｡)、めっき（電気めっきに係るものに限る｡)、機械

検査、電子機器組立て、電気機器組立て（回転電機組立て及び配電盤・制御盤組立てに係るものに限る｡)、

プリント配線板製造（プリント配線板製造に係るものに限る｡)、冷凍空気調和機器施工、ニット製品製造（靴

下製造に係るものに限る｡)、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、家具製作（家具手加工に係るものに

限る｡)、印刷、製本、プラスチック成形（射出成形に係るものに限る｡)、石材施工（石材加工に係るものに

限る｡)、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、とび、左官、配管、

型枠施工、鉄筋施工、防水施工（シーリング防水工事に係るものに限る｡)、塗装（金属塗装及び噴霧塗装に

係るものに限る｡)及び工業包装 

(2) 基礎級 

  さく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム陽

極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷

凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布

はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチッ

ク成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶ

き、とび、左官、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ

施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装及び工業包装 

２ 試験の方法 

  試験は実技試験及び学科試験によって行う。 

３ 技能検定受検手数料、試験実施期日及び実施場所等 

(1) 実技試験 

ア 手数料 

    17,000円（ただし、機械検査及び婦人子供服製造については14,100円） 

イ 実施期日 

  実技試験は、平成29年11月１日（水）から平成30年３月31日（土）までの間において、別途新潟県職業

能力開発協会が指定する日に行う。 

ウ 実施場所 

  実技試験の実施場所は、別途新潟県職業能力開発協会から通知する。 

エ 問題の公表 

  実技試験問題は、あらかじめ受検申請者あてに送付する。（ただし、検定職種によっては試験問題の全部

又は一部を公表しないものがある｡) 

(2) 学科試験 

ア 手数料 

   3,100円 

イ 実施期日 

  学科試験は、平成29年11月１日（水）から平成30年３月31日（土）までの間において、別途新潟県職業

能力開発協会が指定する日に行う。 

ウ 実施場所 

  学科試験の実施場所は、別途新潟県職業能力開発協会から通知する。 

４ 受検申請の手続 

(1) 提出書類等 
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ア 技能検定受検申請書（以下「申請書」という｡) 

イ 手数料 

(2) 提出先 

郵便番号950－0965 

新潟市中央区新光町15番地２（新潟県公社総合ビル４階） 

新潟県職業能力開発協会 

(3) 受付期間 

原則として、技能検定試験の受検を希望する時期の30日前まで受け付ける。 

(4) 受検申請に関する注意 

ア 技能検定は、働く方々の職業能力を評価する試験なので、受検するためには原則として一定の実務経験

若しくは技能実習が必要となる。 

イ 随時３級に掲げる職種の試験については、当該職種に係る基礎級又は職業能力開発促進法施行規則及び

職業能力開発促進法第47条第１項に規定する指定試験機関の指定に関する省令を一部改正する省令（平成

29年厚生労働省令第57号）第１条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第61条に規定する基

礎一級若しくは基礎二級に合格した者に限り受けることができる。 

ウ 申請書の用紙は、新潟県職業能力開発協会で交付する。なお、申請書の用紙の郵送を求める場合は、新

潟県職業能力開発協会へ問い合わせること。 

エ 申請書を郵送する場合は、書留郵便とし、封筒の表面に「技能検定受検申請書在中」と朱書すること。 

５ 手数料の納入方法 

 実技試験の手数料の額（前記３の(1)のアに定められた額）及び学科試験の手数料の額（3,100円）を申請書

に添えて納入すること。 

６ 合格者の発表等 

(1) 合格者の発表 

技能検定合格証書の交付をもって行う。 

(2) 実技試験又は学科試験の合格通知 

実技試験又は学科試験のいずれかに合格したものについては、新潟県職業能力開発協会が書面で通知する。 

(3) 技能検定合格証書等の交付 

３級、基礎級の技能検定合格者には、新潟県知事名の合格証書が交付される。 

このほか、厚生労働大臣から、３級の技能検定の合格者に対し、技能士章が交付される。 

７ その他 

(1) 本公告の３級、基礎級の技能検定は、外国人を対象とした「研修成果の評価」又は「修得技能等の認定」 

に活用されるものである。 

(2) 平成29年３月３日付け新潟県県報定期第17号で公告した平成29年度の随時の技能検定（３級、基礎１級及 

び基礎２級）は、同年11月１日以後は実施しない。 

(3) 技能検定の詳細については、新潟県職業能力開発協会（電話025－283－2155）又は新潟県産業労働観光部

職業能力開発課（電話025－280－5263）へ問い合わせること。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、防護マスク・防護マスク用吸収缶の購入につ

いて、次のとおり一般競争入札を行う。 

なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年

政令第372号）の適用を受けるものである。 

平成29年10月24日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

   防護半面マスク（面体のみ） 4,385個 

   防護マスク用吸収缶     8,770個 

(2) 調達案件の仕様等 

   入札説明書による。 

(3) 納入期限 
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   平成30年３月９日（金） 

(4) 納入場所 

新潟県柏崎刈羽原子力防災センター 

新潟県柏崎市三和町５－48 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当  

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

    入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という｡)に登載されている者であること。 

(4) 応札物品が本調達物品の仕様に適合することが確認できた者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

   郵便番号 950－8570 

      新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

      新潟県出納局会計検査課物品契約係 

      電話番号 025－280－5490 

      Ｅメール  ngt190030@pref.niigata.lg.jp 

(2) 入札説明書の交付等 

入札説明書の交付は、本公告の日から上記(1)の場所で行うほか、新潟県入札情報サービスで公開する。 

(3) 入札書の提出方法 

この一般競争入札に参加を希望する者で、本公告に示した競争参加資格を有すると契約担当者が判断した

者にあっては、下記(4)の入札書の受領期限までに封印した入札書を上記(1)に提出しなければならない。 

また、新潟県電子入札システムで提出することもできる。 

(4) 入札書の受領期限 

      平成29年12月４日（月） 午後５時 

(5) 開札の日時及び場所 

      平成29年12月５日（火） 午後２時30分 

   新潟県庁出納局会計検査課入札室 

４ その他 

(1) 契約において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

      免除する。 

(3) 契約保証金 

      契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則  

第10号。以下「規則」という｡)第44条第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 競争入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所 

  資格者名簿に登載されていない者で、本調達物品の入札への参加を希望するものは、新潟県物品入札参加

資格審査申請書を平成29年11月９日（木）午後５時までに、上記３(1)の場所に提出しなければならない。 

(5) 入札者に求められる事項 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書等を平成29年11月22日（水）午後５時までに、

本公告に示した競争参加資格を証明する書類を添付して、上記３(1)の場所に提出しなければならない。 

   また、新潟県電子入札システムで提出することもできる。 

   入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関し説明を求め  

られた場合は、これに応じなければならない。 

(6) 入札の無効 
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      本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。    

(7) 落札者の決定方法 

      規則第54条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った  

者を落札者とする。 

(8) 契約書作成の要否  

  要  

(9) 不当介入に対する通報報告 

   契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者（新潟県）へ通報報告を行

うこと。 

(10) 契約の停止等 

      当該調達に関し、政府調達に関する苦情の処理手続（平成11年６月新潟県告示第1221号）に基づく苦情申

立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(11) その他 

      詳細は入札説明書による。 

５ Summary  

(1) Nature and quantity of the products to be purchased:  

  Half face respirator mask  (covers face only) ［4,385］ units 

  Respirator filter cartridge    ［8,770］ units 

(2) Deadline for bid participant applications: 

      ５：00 P.M. November 22，2017 

(3) Date of bid opening: 

      ２：30 P.M. December ５，2017 

(4) For more information, please contact the following division in Japanese: 

      Audit Division 

      Bureau of the Treasury 

      Niigata Prefectural Government 

      ４－１ Shinko-cho, Chuo-ku, Niigata City, Niigata Prefecture 

      950－8570 

      JAPAN 

      TEL: 025－280－5490 

    E-mail：ngt190030@pref.niigata.lg.jp  

 

教育委員会公告 

平成30年４月県立高等学校の全日制・定時制等の生徒募集について（公告） 

平成30年４月県立高等学校の全日制の課程・定時制の課程のそれぞれの第１学年に入学させる生徒並びに通信

制の課程の生徒を次により募集する。 

平成29年10月24日 

新潟県教育委員会 教育長  池 田 幸 博 

１ 全日制の課程 

学 校 名 学科名 学級数 生徒数 

村上高等学校 普  通 ４学級 160人 

村上桜ヶ丘高等学校 総  合 

（単位制） 

４学級 160人 

中条高等学校 普  通 ３学級 120人 

新発田高等学校 普  通 

理  数 

計 

６学級 

１学級 

７学級 

240人 

40人 

280人 
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新発田南高等学校 普  通 

機械工学 

建築工学 

土木工学 

電子情報工学 

計 

４学級 

１学級 

１学級 

１学級 

１学級 

８学級 

160人 

40人 

40人 

40人 

40人 

320人 

新発田農業高等学校 生物資源 

食品科学 

環境科学 

計 

２学級 

１学級 

１学級 

４学級 

80人 

40人 

40人 

160人 

新発田商業高等学校 商  業 

情報処理 

計 

３学級 

１学級 

４学級 

120人 

40人 

160人 

阿賀野高等学校 普  通 ３学級 120人 

豊栄高等学校 普  通 ３学級 120人 

新潟高等学校 普  通 

理  数 

計 

７学級 

２学級 

９学級 

280人 

80人 

360人 

新潟中央高等学校 普  通 

普通（学究コース） 

食  物 

音  楽 

計 

５学級 

２学級 

１学級 

１学級 

９学級 

200人 

80人 

40人 

40人 

360人 

新潟南高等学校 普  通 

普通（理数コース） 

計 

８学級 

１学級 

９学級 

320人 

40人 

360人 

新潟江南高等学校 普  通 ８学級 320人 

新潟西高等学校  普  通 ８学級 320人 

新潟東高等学校 普  通 ７学級 280人 

新潟北高等学校 普  通 ６学級 240人 

新潟工業高等学校 機  械 

電  気 

建築（建築コース） 

建築（建築設備コース） 

土  木 

工業化学 

計 

２学級 

２学級 

１学級 

１学級 

１学級 

１学級 

８学級 

80人 

80人 

40人 

40人 

40人 

40人 

320人 

新潟商業高等学校 総合ビジネス 

情報処理 

国際教養 

計 

５学級 

２学級 

２学級 

９学級 

200人 

80人 

80人 

360人 

新潟向陽高等学校 普  通 ６学級 240人 

巻高等学校 普  通 

（単位制） 

７学級 280人 

巻総合高等学校 総  合 

（単位制） 

５学級 200人 

新津高等学校 普  通 ７学級 280人 
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新津工業高等学校 工業マイスター 

生産工学 

ロボット工学 

日本建築 

計 

１学級 

１学級 

１学級 

１学級 

４学級 

40人 

40人 

40人 

30人 

150人 

新津南高等学校 普  通 ４学級 160人 

白根高等学校 普  通 ２学級 80人 

五泉高等学校 総  合 

（単位制） 

５学級 200人 

村松高等学校 普  通 ２学級 80人 

阿賀黎明高等学校 普  通 ２学級 80人 

三条高等学校 普  通 ６学級 240人 

三条東高等学校 普  通 ６学級 240人 

新潟県央工業高等学校 機械加工 

電子機械 

情報電子 

建設工学 

計 

１学級 

１学級 

１学級 

１学級 

４学級 

40人 

40人 

40人 

40人 

160人 

三条商業高等学校 総合ビジネス ４学級 160人 

吉田高等学校 普  通 ３学級 120人 

分水高等学校 普  通 ２学級 80人 

加茂高等学校 普  通 ４学級 160人 

加茂農林高等学校 生産技術 

環境緑地 

食品技術 

生物工学 

計 

２学級 

１学級 

１学級 

１学級 

５学級 

80人 

40人 

40人 

40人 

200人 

長岡高等学校 普  通 

理  数 

計 

６学級 

２学級 

８学級 

240人 

80人 

320人 

長岡大手高等学校 普  通 

家  政 

計 

６学級 

１学級 

７学級 

240人 

40人 

280人 

長岡向陵高等学校 普  通 ６学級 240人 

長岡農業高等学校 生産技術 

食品科学 

生活環境 

計 

２学級 

１学級 

１学級 

４学級 

80人 

40人 

40人 

160人 

長岡工業高等学校 機械工学 

電気電子工学 

物質工学 

産業デザイン 

計 

２学級 

２学級 

１学級 

１学級 

６学級 

80人 

80人 

40人 

40人 

240人 

長岡商業高等学校 総合ビジネス 

情報ビジネス 

計 

４学級 

１学級 

５学級 

160人 

40人 

200人 

正徳館高等学校 普  通 １学級 40人 

栃尾高等学校 総  合 

（単位制） 

３学級 120人 
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見附高等学校 普  通 ３学級 120人 

柏崎高等学校 普  通 ５学級 200人 

柏崎常盤高等学校 普  通 ３学級 120人 

柏崎総合高等学校 総  合 

（単位制） 

４学級 160人 

柏崎工業高等学校 機  械 

電子機械 

電  気 

工業化学 

計 

１学級 

１学級 

１学級 

１学級 

４学級 

40人 

40人 

40人 

40人 

160人 

小千谷高等学校 普  通 ５学級 200人 

小千谷西高等学校 総  合 

（単位制） 

４学級 160人 

小出高等学校 普  通 ４学級 160人 

国際情報高等学校 国際文化 

情報科学 

計 

２学級 

２学級 

４学級 

80人 

80人 

160人 

六日町高等学校 普  通 ５学級 200人 

八海高等学校 普  通 

家庭福祉 

体  育 

計 

１学級 

１学級 

１学級 

３学級 

40人 

40人 

40人 

120人 

塩沢商工高等学校 機械システム 

商  業 

計 

２学級 

１学級 

３学級 

80人 

40人 

120人 

十日町高等学校 普  通 ６学級 240人 

松之山分校 普  通 

計 

１学級 

７学級 

40人 

280人 

十日町総合高等学校 総  合 

（単位制） 

５学級 200人 

松代高等学校 普  通 ２学級 80人 

高田高等学校 普  通 

理  数 

５学級 

１学級 

200人 

40人 

安塚分校 普  通 

計 

１学級 

７学級 

40人 

280人 

高田北城高等学校 普  通 

生活文化 

計 

５学級 

１学級 

６学級 

200人 

40人 

240人 

高田農業高等学校 生物資源 

食品科学 

農業土木 

計 

２学級 

１学級 

１学級 

４学級 

80人 

40人 

40人 

160人 

上越総合技術高等学校 機械創造工学 

電気情報 

建築環境 

土木防災 

計 

２学級 

１学級 

１学級 

１学級 

５学級 

80人 

40人 

40人 

40人 

200人 

高田商業高等学校 総合ビジネス ３学級 120人 

久比岐高等学校 普  通 ２学級 80人 
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有恒高等学校 普  通 ２学級 80人 

新井高等学校 総  合 

（単位制） 

４学級 160人 

糸魚川高等学校 普  通 ５学級 200人 

糸魚川白嶺高等学校 総  合 

（単位制） 

３学級 120人 

海洋高等学校 水産資源 

海洋開発 

計 

１学級 

１学級 

２学級 

40人 

40人 

80人 

佐渡高等学校 普  通 ５学級 200人 

羽茂高等学校 普  通 ２学級 80人 

佐渡総合高等学校 総  合 

（単位制） 

３学級 120人 

募集方法について 

○ 新発田南高等学校は､｢機械工学科｣､「建築工学科｣､「土木工学科｣､「電子情報工学科」を工業科として募

集する。 

○ 新発田農業高等学校、新潟県央工業高等学校、加茂農林高等学校、長岡農業高等学校、長岡工業高等学校、

柏崎工業高等学校、上越総合技術高等学校、高田農業高等学校、海洋高等学校は全学科を一括して募集する。 

○ 阿賀黎明高等学校の学級数及び生徒数には、併設の阿賀黎明中学校からの進学者の学級数及び生徒数（１

学級40人）を含む。 

２ 定時制の課程 

学 校 名 学科名 学級数 生徒数 

荒川高等学校 普通（午前部） 

（単位制） 

２学級 70人 

西新発田高等学校 普通（午前部） 

（単位制） 

３学級 105人 

新潟翠江高等学校 普通（午前部） 

（単位制） 

２学級 

 

70人 

 

長岡明徳高等学校 普通（午前部） 

  （夜間部） 

（単位制） 

計 

３学級 

１学級 

 

４学級 

105人 

35人 

 

140人 

出雲崎高等学校 普通（午前部） 

（単位制） 

２学級 70人 

堀之内高等学校 普通（午前部） 

（単位制） 

２学級 

 

70人 

 

十日町高等学校 普  通 １学級 40人 

高田南城高等学校 普通（午前部） 

（単位制） 

２学級 70人 

佐渡高等学校 

  相川分校 

普通（午前部） 

（単位制） 

１学級 35人 

３ 通信制の課程  

学 校 名 学科名 生徒数 

新潟翠江高等学校 普  通 若干人 

高田南城高等学校 普  通 若干人 

 

平成30年４月県立中等教育学校の生徒募集について（公告） 

平成30年４月県立中等教育学校のそれぞれの第１学年に入学させる生徒を次により募集する。 
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平成29年10月24日 

新潟県教育委員会 教育長  池 田 幸 博 

１ 県立中等教育学校  

学 校 名 学級数 生徒数 

村上中等教育学校 ２学級 80人 

燕中等教育学校 ２学級 80人 

柏崎翔洋中等教育学校 ２学級 80人 

津南中等教育学校 ２学級 80人 

直江津中等教育学校 ３学級 120人 

佐渡中等教育学校 ２学級 80人 

出願資格  

 県立中等教育学校の入学者選抜に出願することができる者は、平成30年３月に小学校又は特別支援学校の小学

部を卒業見込みの者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 保護者（児童に対して親権を有する者をいい、親権を有する者がいないときは、未成年後見人をいう｡)と

ともに居住する自宅から通学可能な者 

(2) 新潟県教育委員会教育長が、特別に受検資格を承認した者 
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